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令和２年１０月２２日判決言渡 

令和元年（行ケ）第１０１３０号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和２年８月２７日 

判        決 

 

原      告    田 中 貴 金 属 工 業 株 式 会 社 

 

訴訟代理人弁護士    飯   村   敏   明 

同           鈴   木       修 

同           大   西   千   尋 

同           磯   田   直   也 

訴訟代理人弁理士    松   山   美 奈 子 

 

被      告    Ｊ Ｘ 金 属 株 式 会 社 

 

訴訟代理人弁護士    高   橋   雄 一 郎 

訴訟代理人弁理士    望   月   尚   子 

主        文 

 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 特許庁が無効２０１４－８００１５７号事件について令和元年８月２９日

にした審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 
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 １ 特許庁における手続の経緯等 

⑴ 被告は，名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」

とする発明に係る特許権（特許第４９７５６４７号。平成１８年１２月２６

日出願，同年１月１３日優先権主張，平成２４年４月２０日設定登録。請求

項の数６。以下，同特許権に係る特許を「本件特許」という。）の特許権者で

ある（甲１６）。 

⑵ア 原告は，平成２６年９月１２日，特許庁に本件特許の請求項１～６につ

いて無効審判請求をした。 

特許庁は上記請求につき無効２０１４－８００１５７号事件として審理

し，平成２８年７月２１日，「特許第４９７５６４７号の請求項１～６に

係る発明についての特許を無効とする。審判費用は，被請求人の負担とす

る。」との審決予告をし，被告は，同年９月２６日，請求項１～６につい

て訂正請求をした。 

イ 特許庁は，平成２９年３月２９日，「特許第４９７５６４７号の明細書，

特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，

訂正後の請求項〔１～６〕について訂正することを認める。本件審判の請

求は，成り立たない。審判費用は，請求人の負担とする。」との審決をし

た。 

⑶ 原告は，平成２９年５月１日，前記⑵イの審決の取消しを求めて審決取消

訴訟を提起し（平成２９年（行ケ）第１００９６号），知的財産高等裁判所は，

平成３０年５月１５日，「特許庁が無効２０１４－８００１５７号事件につ

いて平成２９年３月２９日にした審決を取り消す。訴訟費用は，被告の負担

とする。」との判決（以下「前訴判決」という。）をした。 

⑷ 平成３０年１０月２３日，特許庁において審理が再開され，被告は，同年

１１月１日，特許第４９７５６４７号の請求項１～６に係る発明について訂

正請求をし，特許庁は，令和元年８月２９日，「特許第４９７５６４７号の
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特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂

正後の請求項〔１～６〕について訂正することを認める。本件審判の請求は，

成り立たない。審判費用は，請求人の負担とする。」との審決（以下「本件

審決」という。）をし，その謄本は，同年９月６日，原告に送達された（本

件審決により認められた訂正を，以下「本件訂正」という。）。 

⑸ 原告は，令和元年１０月４日，本件審決の取消しを求めて本訴を提起した。 

２ 特許請求の範囲の記載 

 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１～６の記載は，以下のとおりである

（以下，請求項の番号に応じて，例えば請求項１に係る発明を「本件訂正発明

１」などという。）。 

⑴ 【請求項１】 

Ｃｏ若しくはＦｅ又は双方を主成分とする材料の強磁性材の中に酸化物，

窒化物，炭化物，珪化物から選択した１成分以上の材料からなる非磁性材の

粒子が分散した材料からなる焼結体スパッタリングターゲットであって，前

記非磁性材は６ｍｏｌ％以上含有され，前記材料の研磨面で観察される組織

の非磁性材の全粒子は，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径

２㎛の全ての仮想円よりも小さいか，又は非磁性材料粒子内の任意の点を中

心に形成した半径２㎛の全ての仮想円と，強磁性材と非磁性材の界面との間

で，少なくとも２点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子であっ

て，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径２㎛の全ての仮想円

と，強磁性材と非磁性材の界面との間で，少なくとも２点以上の接点又は交

点を有する形状及び寸法の粒子を含み，研磨面で観察される非磁性材の粒子

が存在しない領域の最大径が４０㎛以下であり，直径１０㎛以上４０㎛以下

の非磁性材の粒子が存在しない領域の個数が１０００個／㎜２以下であるこ

とを特徴とする焼結体からなる非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリン

グターゲット。 
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⑵ 【請求項２】 

Ｃｏ若しくはＦｅ又は双方を主成分とする材料の強磁性材の中に酸化物，

窒化物，炭化物，珪化物から選択した１成分以上の材料からなる非磁性材の

粒子が分散した材料からなる焼結体スパッタリングターゲットであって，前

記非磁性材は６ｍｏｌ％以上含有され，前記材料の研磨面で観察される組織

の非磁性材の全粒子は，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径

１㎛の全ての仮想円よりも小さいか，又は非磁性材料粒子内の任意の点を中

心に形成した半径１㎛の全ての仮想円と，強磁性材と非磁性材の界面との間

で，少なくとも２点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子であっ

て，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径１㎛の全ての仮想円

と，強磁性材と非磁性材の界面との間で，少なくとも２点以上の接点又は交

点を有する形状及び寸法の粒子を含み，研磨面で観察される非磁性材の粒子

が存在しない領域の最大径が４０㎛以下であり，直径が１０㎛以上４０㎛以

下の非磁性材の粒子が存在しない領域の個数が１０００個／㎜２以下である

ことを特徴とする焼結体からなる非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリ

ングターゲット。 

⑶ 【請求項３】 

前記仮想円と，強磁性材と非磁性材の界面との間で，少なくとも２点以上

の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子は，紐状またはヒトデ状の粒子

であることを特徴とする請求項１又は２記載の非磁性材粒子分散型強磁性

材スパッタリングターゲット。 

⑷ 【請求項４】 

非磁性材料が，真空中もしくは不活性雰囲気中で金属Ｃｏ若しくは金属Ｃ

ｒ又はその混合物若しくは合金とともに強熱しても還元若しくは分解しな

い金属酸化物からなる請求項１～３のいずれかに記載の非磁性材粒子分散

型強磁性材スパッタリングターゲット。 
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⑸ 【請求項５】 

金属酸化物が，Ｃｒ，Ｔａ，Ｖ，Ｓｉ，Ｃｅ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ａｌ，Ｍｇ，

Ｎｂから選択した１種以上の酸化物である請求項４に記載の非磁性粒子分

散型強磁性材スパッタリングターゲット。 

⑹ 【請求項６】 

ＤＣスパッタリング用ターゲットであることを特徴とする請求項１～５

のいずれかに記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲッ

ト。 

３ 本件審決の理由の要旨等 

⑴ 審判において，原告は，次のような無効理由を主張した（なお，無効理由

３，４は取り下げられた。）。 

ア 無効理由１ 

本件訂正発明１～６は，特願平８－２６８０２３号の願書に最初に添付

した明細書及び図面（甲１）によって公知となった発明であるか（特許法

２９条１項１号）又は特開平１０－８８３３３号公報（甲２）に記載され

た発明である（特許法２９条１項３号）。 

イ 無効理由２ 

本件訂正発明１～６は，甲１によって公知となった発明に基づいて当業

者が容易に発明をすることができたものである（特許法２９条２項）。 

ウ 無効理由５ 

本件訂正発明１～６は，特開２００６－１７６８１０号公報（甲６）に

開示されている発明と同一である（特許法２９条の２）。 

エ 無効理由６ 

本件訂正発明１～６について，サポート要件（特許法３６条６項１号）

違反である。 

⑵ 本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであり，各無効理由
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に対する判断の要旨は次のとおりである。 

ア 無効理由１について 

本件訂正発明１及び２はいずれも甲１によって公知となった発明である

とも，甲２に記載された発明であるともいうことはできず，本件訂正発明

３～６についても，甲１によって公知となった発明であるとも，甲２に記

載された発明であるともいうことはできないから，本件訂正発明１～６に

ついて，無効理由１は理由がない。 

イ 無効理由２について 

 本件訂正発明１及び２は甲１に記載された発明（以下「甲１発明」とい

う。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとは

いえず，本件訂正発明３～６についても，甲１発明に基づいて当業者が容

易に発明をすることができたものであるとはいえないから，本件訂正発明

１～６について，無効理由２は理由がない。 

ウ 無効理由５について 

本件訂正発明１及び２のいずれもが甲６に開示されている発明（以下「甲

６発明」という。）と実質的に同じであるとはいえず，本件訂正発明３～

６についても，甲６発明と実質的に同一であるとはいえないから，本件訂

正発明１～６について，無効理由５は理由がない。 

エ 無効理由６について 

本件訂正発明１～６について，サポート要件（特許法３６条６項１号）

違反はなく，本件訂正発明１～６について，無効理由６は理由がない。 

⑶ 本件審決が認定した甲１発明の内容，本件訂正発明１と甲１発明との相違

点，甲６発明の内容，本件訂正発明１と甲６発明との相違点は，次のとおり

である。 

  ア 甲１発明の内容 

ＳｉＯ２粒子がＣｏ８２Ｃｒ１３Ｔａ５合金中に分散した組織を有する酸化



 

 

7 

 

物分散型Ｃｏ系合金スパッタリングターゲットであって，ＳｉＯ２が分散

したＣｏ－Ｃｒ－Ｔａ合金粉末を真空中１１００℃で３００ｋｇ／㎠で

ホットプレスを施して作成されたものであり，ＳｉＯ２粒子の含有量は３

重量％であり，前記ターゲットの断面組織写真によって観察される組織の

ＳｉＯ２の全粒子は，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径

２㎛の全ての仮想円よりも小さく，ＳｉＯ２粒子が存在しない領域の最大

径が１０㎛以下であり，直径１０㎛以上４０㎛以下のＳｉＯ２粒子が存在

しない領域の個数が０個／㎜２である，酸化物分散型Ｃｏ系合金スパッタ

リングターゲット。 

  イ 本件訂正発明１と甲１発明との相違点 

（以下，非磁性材の全粒子について，非磁性材料粒子内の任意の点を中心

に形成した半径２㎛の全ての仮想円よりも小さいことを「形状１」，非磁性

材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径２㎛の全ての仮想円と，強磁

性材と非磁性材の界面との間で，少なくとも２点以上の接点又は交点を有

する形状及び寸法であることを「形状２」という。また，非磁性材料粒子

内の任意の点を中心に形成した半径１㎛の全ての仮想円よりも小さいこ

とを「形状１’」，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径１㎛

の全ての仮想円と，強磁性材と非磁性材の界面との間で，少なくとも２点

以上の接点又は交点を有する形状及び寸法であることを「形状２’」とい

う。） 

   (ア) 相違点１ 

 非磁性材の含有量が，本件訂正発明１においては「６ｍｏｌ％以上」

であるのに対し，甲 1 発明においては，ＳｉＯ２粒子（非磁性材）の含有

量は「３重量％」である点。 

   (イ) 相違点２ 

 本件訂正発明１においては，材料の研磨面で観察される組織の非磁性
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材の全粒子は，「非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径２

㎛の全ての仮想円と，強磁性材と非磁性材の界面との間で，少なくとも

２点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子を含」む，すなわ

ち，「形状２」の粒子を含むのに対し，甲１発明においては，「形状２」

の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点。 

  ウ 甲６発明の内容 

 Ｃｏ粉末，Ｃｒ粉末，Ｐｔ粉末及びＳｉＯ２粉末を，Ｃｒ粉末：７．２原

子％，Ｐｔ粉末：１８原子％，ＳｉＯ２粉末：１０原子％，残部：Ｃｏ粉末

となるように秤量し，混合粉末を作製し，この混合粉末を温度：１２００℃，

圧力：２０ＭＰａ，３時間保持の条件でホットプレスすることによりホッ

トプレス体を作製し，このホットプレス体を機械加工することにより作製

したスパッタリングターゲットであって，研磨したのち観察した断面組織

の組織写真においてＳｉＯ２粒子が微細に均一分散している，スパッタリ

ングターゲット。 

  エ 本件訂正発明１と甲６発明との相違点 

    相違点３ 

研磨面で観察される組織の非磁性材の粒子の形状及び寸法並びに分布の

状態について，本件訂正発明１においては，「前記材料の研磨面で観察され

る組織の非磁性材の全粒子は，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成

した半径２㎛の全ての仮想円よりも小さいか，又は非磁性材料粒子内の任

意の点を中心に形成した半径２㎛の全ての仮想円と，強磁性材と非磁性材

の界面との間で，少なくとも２点以上の接点又は交点を有する形状及び寸

法の粒子であって，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径２

㎛の全ての仮想円と，強磁性材と非磁性材の界面との間で，少なくとも２

点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子を含み，研磨面で観察

される非磁性材の粒子が存在しない領域の最大径が４０㎛以下であり，直
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径１０㎛以上４０㎛以下の非磁性材の粒子が存在しない領域の個数が１

０００個／㎜２以下である」のに対し，甲６発明においては，ＳｉＯ２粒子

がそのような形状及び寸法並びに分布の状態であるのか不明な点。 

⑷ 本件審決が認定した本件訂正発明２と甲１発明との相違点は，次のとおり

である。 

ア 相違点１’ 

非磁性材の含有量が，本件訂正発明２においては「６ｍｏｌ％以上」で

あるのに対し，甲１発明においては，ＳｉＯ２粒子（非磁性材）の含有量は

「３重量％」である点。 

   イ 相違点２’ 

本件訂正発明２においては，「研磨面で観察される組織の非磁性材の全粒

子」は「形状１’」又は「形状２’」の何れかであって，「非磁性材料粒子内

の任意の点を中心に形成した半径１㎛の全ての仮想円と，強磁性材と非磁

性材の界面との間で，少なくとも２点以上の接点又は交点を有する形状及

び寸法の粒子を含」む，すなわち，「形状２’」の粒子を含むのに対し，甲１

発明においては，「ターゲットの断面組織写真によって観察される組織の

ＳｉＯ２の全粒子は，非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径２

㎛の全ての仮想円よりも小さ」いものの，「非磁性材料粒子内の任意の点を

中心に形成した半径１㎛の全ての仮想円よりも小さい」といえるかは不  

明であり，「形状２’」の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点。 

４ 原告主張の取消事由 

⑴ 取消事由１ 

 本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤り及び本件訂正発明１～６

の進歩性についての判断の誤り（無効理由２関係） 

⑵ 取消事由２ 

本件訂正発明１と甲６発明の相違点の認定の誤り（無効理由５関係） 
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第３ 原告の主張 

１ 取消事由１（本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤り及び本件訂正

発明１～６の進歩性についての判断の誤り（無効理由２関係）） 

⑴ 本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤り 

ア 本件審決は，本件訂正発明１と甲１発明の相違点として，「本件訂正発明

１においては，材料の研磨面で観察される組織の非磁性材の全粒子は，『非

磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径２㎛の全ての仮想円と，

強磁性材と非磁性材の界面との間で，少なくとも２点以上の接点又は交点

を有する形状及び寸法の粒子を含』む，すなわち，『形状２』の粒子を含む

のに対し，甲１発明においては，『形状２』の粒子を含むのか否かが一見し

て明らかでない点。」（相違点２）を認定する。 

イ しかし，甲３に記載された再現実験は，甲１の実施例１の再現実験であ

り，甲３で確認される非磁性材料粒子の組織は，甲１の実施例１の組織と

同じである。そして，甲３における断面組織写真である図６の画面右下に

は形状２の粒子が存在するから（甲４７），本件訂正発明１と同じく，甲１

発明にも形状２の粒子が存在するということができ，形状２の粒子を含む

のか否かが一見して明らかでない点をもって，本件訂正発明１と甲１発明

の相違点ということはできない。 

 したがって，本件訂正発明１が形状２の粒子を含むのに対し，甲１発明

において形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点を本件

訂正発明１と甲１発明の相違点とした本件審決の認定（前記ア）は誤りで

ある。 

⑵ 本件訂正発明１～６の進歩性についての判断の誤り 

ア 本件審決が形状２（形状２’）の方が好ましいという認定を前提としてい

ることに関して 

(ア) 本件審決は，「また，上記⑴のとおり，本件特許に係る発明は，非磁



 

 

11 

 

性材料が多量に含まれる強磁性材ターゲットにおける，パーティクル低

減等を課題とするものであるが，上記イ【００１０】には，研磨面で観

察される大型の球状物は脱粒を起こし易く，かつ脱粒した場合にパーテ

ィクル発生量はその影響を強く受けるところ，ターゲットの厚み方向に

結合した紐状又はヒトデ状若しくは網目状組織は，脱粒を起こすことが

少なく，強磁性材料と酸化物等の非磁性材料との接触面積の増加は，脱

粒防止に効果がある旨記載されている。」（本件審決１７頁３１～３７行）

と述べた上で，「そうすると，本件明細書等には，非磁性材料の粒子が，

紐状又はヒトデ状若しくは網目状組織に対応する『形状２』又は『形状

２’』の粒子を含むのが望ましいことが実質上記載されているといえる。」

（本件審決１７頁３７行～１８頁２行）とする。このように，本件審決

は，本件特許の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）（【０

０１０】）に，形状２（形状２’）の方が形状１（形状１’）よりも課題の

解決のために望ましいとの開示があると認定している。 

  本件審決は，上記認定を前提として，「甲１には，甲１発明の粒子の形

状を，『形状２』，『形状２’』とする動機付けもない。」（本件審決４５頁

９～１０行），「メカニカルアロイングの条件によってほぼ球状の粒子の

形状が変化することは周知であったとしても，甲１発明の粒子の形状を，

『形状２』とする動機付けがないのであるから，メカニカルアロイング

の条件を変更して，甲１発明の粒子の形状を，『形状２』とすることが，

当業者にとり容易であるとはいえない。」（本件審決４５頁１８～２２行）

と述べ，甲１には，形状２（形状２’）の方が形状１（形状１’）よりも

課題の解決のために望ましいということは示唆されておらず，そのため，

甲１には，粒子の形状を形状２（形状２’）とする動機付けは示されてい

ないから，甲１発明の粒子の形状を形状２（形状２’）とすることは当業

者にとって容易であるとはいえないとする。 
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(イ) しかし，本件明細書には，形状２（形状２’）の方が形状１（形状１’）

よりも課題の解決のために望ましいということ，形状１（形状１’）に加

えて形状２（形状２’）を含むことにより優れた効果が得られることは一

切記載されておらず，本件明細書に，形状２（形状２’）の方が形状１（形

状１’）よりも課題の解決のために望ましいとの開示があるとの本件審決

の認定は誤りである。そのため，そのような誤った認定を前提として甲

１発明の粒子の形状を形状２（形状２’）とする動機付けの有無が進歩性

の判断を左右するという本件審決の判断も誤りである。 

イ 形状２（形状２’）の存在する方が形状１（形状１’）のみのものよりも

望ましいという事情が認められないこと等に関して 

 形状２（形状２’）が必ず存在する組織の方が形状１（形状１’）のみか

らなる組織よりもターゲットとしてより望ましいという事情が認められ

ず，形状１（形状１’）と形状２（形状２’）とが課題の解決との関係で等

価であるのならば，形状１（形状１’）と形状２（形状２’）の違いは，技

術的意味を加味して考えれば，実質的な相違点ではなく，形状２（形状２’）

をも含むとしても，本件訂正発明１及び２には進歩性がなく，本件訂正発

明１及び２には進歩性があるとする本件審決の判断は誤りである。 

ウ 甲１発明にメカニカルアロイングの技術常識を適用すると形状１（形状

１’）と形状２（形状２’）を含む組織のターゲットを作ることができるこ

とに関して 

(ア)ａ メカニカルアロイングは，原料粉末粒子が圧縮，圧延により扁平

化する段階（第一段階），粉砕，凝着によりニーディング（折畳み）が

繰り返され，ラメラ組織が発達する段階（第二段階），結晶粒が微細化

され，酸化物などの分散粒子が取り込まれ，均一微細分散が構成され

る段階（第三段階）の三段階で進行する。甲１には，メカニカルアロ

イングの程度がゼロのものを焼結したスパッタリングターゲット（甲
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１の図２）と，メカニカルアロイングの程度が大のものを焼結したス

パッタリングターゲット（甲１の図１）が記載されているから，メカ

ニカルアロイングの程度が中のものについては，甲１の図２と図１の

中間になることは自明である。メカニカルアロイングの条件を適宜設

定することにより，添加した酸化物の一部のみを微細化した上で合金

原料粉に練り込んで複合合金化するとともに，残部を微細化するのみ

で合金粉に練り込まずに複合合金の粒界に偏在させることにより，形

状１（形状１’）と形状２（形状２’）の両方の形状の酸化物を有する

ような組織とすることができることは，容易に理解できる。そのため，

当業者は，甲１から，メカニカルアロイングの条件を適宜選択し，形

状１（形状１’）と形状２（形状２’）の割合を自由自在に調整するこ

とができると理解する。 

ｂ 非磁性材の酸化物の粒子が，焼結時に凝集して粗大化する現象に影

響を与える因子として，酸化物の含有割合などがあり，非磁性材の含

有割合が増えるにつれ，形状１（形状１’）に加えて形状２（形状２’）

が現れる傾向がある（甲５５）から，当業者は，甲 1 発明に基づいて，

酸化物の含有割合を増やした結果，ターゲットの組織中，酸化物が焼

結時に紐状に粒成長する（形状２（形状２’）のものができる）ことを

当然に理解するといえる。 

(イ) スパッタリングターゲットは顧客の要望に応じて顧客の求める各種

の製品要件を満たした製品仕様とする必要があるところ，顧客がターゲ

ットの性能に関して重視する特性としては，(i)スパッタリングによりハ

ードディスク媒体（メディア）に形成される磁性膜の磁気特性，(ii)ハ

ードディスク媒体（メディア）に形成される磁性膜の成膜の際の安定性，

(iii)ハードディスク媒体（メディア）に形成される成膜の均質性，(iv)

成膜上に存在するパーティクルの量，(v)スパッタリングターゲットの
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PTF（漏洩磁束密度）の値などがある。また，ハードディスクは成熟し

た技術であり，市場も成熟しているので，顧客のスパッタリングターゲ

ットメーカーに対する価格引き下げ要求が厳しく，(vi)コストは，製品

の設計と製造の上で極めて重要な要素である。 

そして，メカニカルアロイング時間の短縮によりコスト削減と製造効

率の向上が図られること，酸化物の微細化・均一化の程度が低い方がＰ

ＴＦ値が高くなりスパッタリング効率が良くなることから，コスト削減・

製造効率の向上，スパッタリング効率の向上を図るために，メカニカル

アロイングを徹底しない動機がある。そのため，形状１（形状１’）と形

状２（形状２’）の割合は当業者が適宜選択する事項にすぎない。 

(ウ) したがって，甲１発明にメカニカルアロイングの技術常識を適用し

て形状１（形状１’）と形状２（形状２’）を含む組織のターゲットを作

ることを当業者は容易に想到することができたものであり，本件訂正発

明１及び２は甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができ

たものであるとはいえないとの本件審決の判断は誤りである。 

２ 取消事由２（本件訂正発明１と甲６発明の相違点の判断の誤り（無効理由５

関係）） 

  本件審決は，本件訂正発明１と甲６発明の相違点３について，「甲６の図１

において，図中に示されたスケールに基づいてＳｉＯ２相（黒色部）の粒子の寸

法を見積もると，図中右下に，半径２㎛の仮想円を内包するか否か明らかとは

いえない程度の大きさを有する粒子が複数認められる。」（本件審決４７頁１

５～１８行），「甲６の図１においては，図中に示されたスケールが４０．０

㎛であり，さらに，二値化処理における対象画像の鮮明度や明度の影響を考慮

すれば，図中右下に複数存在する比較的粗大な粒子については，直径４㎛の仮

想円を内包するか否かを判別するには明らかとはいえない程度の大きさである

といわざるを得ない。」（本件審決４８頁２７～３２行）とする。 
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 しかし，甲６の図１の図中右下にあるとされる，半径２㎛の仮想円を内包す

るか否か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子（複数）がどれとどれ

のことであるのかについて本件審決は明らかにしないし，甲６の図１は光学顕

微鏡写真であり二値化処理したものではないから，そもそも本件審決の指摘す

る理由を正確に確認することすらできない。甲６の図１の右下を拡大して半径

２㎛の仮想円を記入した図（甲４８の図１，２）によれば，右下の酸化物の比

較的凝集の大きなところに仮想円を当てはめてみても，円内に白い金属相の部

分を読み取ることができ，形状２に該当する酸化物の存在が認められ，甲６の

図１には形状１及び形状２の酸化物の粒子のみが存在し，それ以外の粗大な粒

子は存在しない。そのため，本件審決の上記の「図中右下に，半径２㎛の仮想

円を内包するか否か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子が複数認

められる。」との判断は誤りである。 

第４ 被告の主張 

１ 取消事由１（本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤り及び本件訂正

発明１～６の進歩性についての判断の誤り（無効理由２関係）） 

⑴ 本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤りに対し 

 原告は，平成２６年９月１２日に特許庁に本件特許の請求項１～６につい

て無効審判請求をした時から前訴を通じて，甲１発明は形状１のみであり，

形状２とを含まないと一貫して主張しており，前訴判決は，甲１発明が形状

１の粒子のみからなると認定し，その認定については前訴の拘束力が生じて

いた。そのため，原告が，甲１発明は形状１の他に形状２も含むと主張する

ことは訴訟上の信義則に反し，前訴の拘束力に反する。 

また，原告は，メカニカルアロイングによる原料粉中の酸化物の微細・均

一・分散の程度に影響を与える要因として，ボールミルの回転速度，ボール

の直径，ポットの大きさを例示していたが，甲１には①ＳｉＯ２粉末の粒径，

②メカニカルアロイングにおけるボールミルの回転速度，③ボールの直径，
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④ポットの大きさがいずれも記載されていないから，甲１には再現実験を可

能とする情報が記載されておらず，甲３の実験は甲１発明の再現実験という

ことはできず，甲３の写真に形状２の粒子が写っていたとしても，甲１発明

に形状２の粒子が存在したとは認められない。 

したがって，本件訂正発明１が形状２の粒子を含むのに対し，甲１発明に

おいて形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点を本件訂正発

明１と甲１発明の相違点とした本件審決の認定に誤りはない。 

⑵ 本件訂正発明１～６の進歩性についての判断の誤りに対し 

ア 本件審決が形状２（形状２’）の方が好ましいという認定を前提としてい

ることに関して 

原告は，本件審決について，本件審決の記載（本件審決１７頁３１～３

７行，１７頁３７行～１８頁２行）を根拠として，本件明細書（【００１０】）

に形状２（形状２’）の方が形状１（形状１’）よりも課題の解決のために

望ましいとの開示があるという認定をしたものと主張し，その主張を前提

として，甲１発明の粒子の形状を形状２（形状２’）とすることは当業者に

とって容易であるとはいえないという本件審決の判断の誤りを主張する。 

 しかし，本件審決は，進歩性の判断に関して，本件明細書に形状２（形

状２’）の方が形状１（形状１’）よりも課題の解決のために望ましいとの

開示があることを述べておらず，原告の上記主張は前提を欠く意味のない

議論である。 

イ 形状２（形状２’）の存在する方が形状１（形状１’）のみのものよりも

望ましいという事情が認められないこと等に関して 

原告は，形状２（形状２’）が必ず存在する組織の方が形状１（形状１’）

のみからなる組織よりもターゲットとしてより望ましいという事情が認

められず，形状１（形状１’）と形状２（形状２’）とが課題の解決との関

係で等価であるのならば，本件訂正発明１及び２には進歩性がなく，本件
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訂正発明１及び２に進歩性があるとする本件審決の判断は誤りであると

主張する。 

しかし，ＣｏやＦｅを主成分とする強磁性材に非磁性材を分散させた焼

結体スパッタリングターゲットにおいて，非磁性材粒子の形状は，本件特

許の優先日以前は，形状１（形状１’）と形状２（形状２’）のいずれより

も粗大な粒子のみであった。本件訂正発明１及び２は，そのような粗大な

粒子を排除し，パーティクルを防止する点で形状１（形状１’）と形状２（形

状２’）がそれぞれ同等であることから，スパッタリングターゲットをそれ

ぞれ形状１（形状１’）と形状２（形状２’）のみから構成したものである。

したがって，本件訂正発明１及び２には進歩性があるとする本件審決の判

断に誤りはない。 

ウ 甲１発明にメカニカルアロイングの技術常識を適用すると形状１（形状

１’）と形状２（形状２’）を含む組織のターゲットを作ることができるこ

とに関して 

(ア)ａ 原告は，当業者は，甲１から，メカニカルアロイングの条件を適宜

選択し，形状１（形状１’）と形状２（形状２’）の割合を自由自在に

調整することができると理解すると主張する。 

 しかし，原告の主張は，メカニカルアロイングの過程で，粗大な粒

子から出発して途中で形状２（形状２’）が生じたタイミングで粗大な

粒子が実質的に消失し，最後に形状１（形状１’）のみになるという経

過があることに基づくところ，このような経過は甲１からは導き出せ

ないし，甲１には酸化物の分散状態に影響を与える製造条件が記載さ

れていないから，甲４９，甲５０の実験成績報告書から，甲１の実施

例において上記の経過が生じることが立証されたとはいえない。 

 また，①本件特許の優先日以前に，ＣｏやＦｅを主成分とする強磁

性材に非磁性材を分散させた焼結体スパッタリングターゲットで形状
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２（形状２’）を有するものを開示した例はなかったこと，②形状２（形

状２’）が形状１（形状１’）と同様にパーティクルの発生を抑制でき

ることは，本件特許の発明者が見出したこと，③メカニカルアロイン

グは微細化させるための技術であるから途中で止めるという発想とは

整合しないこと，④甲１発明の目的はセラミックス相に均質に分散し

た微細混合相を得ることであり，甲１に開示されたのは形状１のみで

あるから，甲１からは形状２を生じるようにメカニカルアロイングの

条件を調整することを導き出すことはできないことからすれば，当業

者が，甲１から，メカニカルアロイングの条件を適宜選択し，形状１

（形状１’）と形状２（形状２’）の割合を自由自在に調整できると理

解することはできない。 

ｂ 原告は，非磁性材の含有割合が増えるにつれ，形状１（形状１’）に

加えて形状２（形状２’）が現れる傾向がある（甲５５）から，当業者

は，甲 1 発明に基づいて，酸化物の含有割合を増やした結果，ターゲ

ットの組織中，酸化物が焼結時に紐状に粒成長する（形状２（形状２’）

のものができる）ことを当然に理解すると主張する。 

 しかし，原告は，前訴において，非磁性材の含有量を増やしたとき

には非磁性材の粒子が形状１に至るまでメカニカルアロイングを長時

間行うと主張していたものであり（乙２，２１頁１３～１９行），前訴

判決も，甲１に接した当業者は，非磁性材の含有量を増してもメカニ

カルアロイングの混合時間の確保等によって形状１のみの組織を実現

すると述べていたから，原告の上記主張は前訴における主張や前訴判

決と矛盾し，信義則に反するものであり，理由がない。 

(イ) 原告は，コスト削減・製造効率の向上，スパッタリング効率の向上を

図るために，メカニカルアロイングを徹底しない動機があると主張する。 

しかし，本件特許の優先日前には，形状２（形状２’）が形状１（形状
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１’）と同様にパーティクルを抑制できることは知られておらず，パーテ

ィクルの抑制・異常放電抑制のために非磁性材の微細化・均一化を推し

進める必要があると認識されていたから，コスト削減・製造効率の向上，

スパッタリング効率の向上の要請があったとしても，パーティクルの抑

制・異常放電抑制というターゲットに強く要求される仕様の達成を犠牲

にしてまで，コスト削減・製造効率の向上，スパッタリング効率の向上

という経済性のためにメカニカルアロイングを徹底しないでおくという

動機があったとは認められず，原告の上記主張は理由がない。 

２ 取消事由２（本件訂正発明１と甲６発明の相違点の判断の誤り（無効理由５

関係）） 

 特許庁のウェブサイトからダウンロードした甲６の図１を何らの処理も行

うことなく拡大し，その上で右下の領域を切り出した図に半径２㎛の仮想円を

記入した図（被告準備書面（２）の３３頁の図３）によれば，甲６の図１の右

下に，半径２㎛の仮想円を内包するか否か明らかとはいえない程度の大きさを

有する粒子が複数認められる。甲４８は，独自の二値化処理によって，甲６の

図１においてグレーに見えている部分（ここにもＳｉＯ２が存在する）を除去し

て粒子形状をより小さく見せるというトリックを用いており，甲４８により，

甲６の図１に形状１及び形状２の酸化物の粒子のみが存在し，それ以外の粗大

な粒子が存在しないとはいえない。 

第５ 当裁判所の判断 

１ 明細書の記載 

本件特許の願書に添付した明細書の記載は，別紙特許公報記載のとおりであ

り，本件訂正の結果も考慮に入れると，その記載の概要は，次のとおりである。 

⑴ 技術分野 

本件訂正発明１～６は，非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングター

ゲットに関する。（【０００１】） 
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⑵ 背景技術 

磁気記録に用いる磁性体薄膜材料は，通常，絶縁性または高抵抗である非

磁性材料と低抵抗である金属からなる強磁性材料とを同時にスパッタリング

することにより作製される。一般的なスパッタリング法としては，ＲＦ（高

周波）スパッタリング法とＤＣ（直流）スパッタリング法がある。ＤＣスパ

ッタリング法は，ＲＦスパッタリング法と比べて，消費電力が少なく，高速

成膜が可能であり，装置価格も低いため，量産性に優れ，また，プラズマが

基板に与える影響が少ないため，一般的には高品質の膜が作製できるとされ

る。したがって，非磁性材と強磁性材を同時にスパッタリングするためのス

パッタリングターゲットにおいても，極力ＤＣスパッタリングが可能となる

ような工夫がされる。（【０００２】～【０００４】） 

⑶ 発明が解決しようとする課題等 

酸化物，珪化物等の非導電性材料が多量に含まれるターゲットは，ターゲ

ットのバルク抵抗値が高くなるため，ＤＣスパッタリングによる成膜が難し

く，また，パーティクルが大量に発生するという問題があった。本件訂正発

明１～６は，スパッタリングによって膜を形成する際に，ＤＣスパッタによ

る高速成膜が可能であり，さらにスパッタ時に発生するパーティクル（発塵）

やノジュール（異物）を低減させ，品質のばらつきが少なく量産性を向上さ

せることができ，かつ結晶粒が微細であり高密度の非磁性材粒子分散型強磁

性材スパッタリングターゲット，特に磁気記録層としての使用に最適である

スパッタリングターゲットを得ることを目的とする。（【０００５】，【０００

７】） 

⑷ 課題を解決するための手段 

本件訂正発明１～６は，非磁性材粒子分散の形態を調整することにより，

導電性を保有させてＤＣスパッタを可能とし，かつ密度を高め，さらにスパ

ッタ時に発生するパーティクルやノジュールを大幅に低減できるとの知見に
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基づくものである。 

本件訂正発明１～６のスパッタリングターゲットにおいて，強磁性材の中

に非磁性材の粒子が分散した材料の研磨面で観察される組織中の非磁性材全

粒子は，形状１（形状１’）又は形状２（形状２’）であり，形状２（形状２’）

を必ず含む。 

  非磁性材全粒子が，形状１（形状１’）又は形状２（形状２’）であれば，

非磁性材料粒子の形状及び大きさに特に制限はなく，たとえば，長さが２㎛

以上ある紐状や細かく枝分かれしたような形態であっても，目的の効果を得

ることができる。 

また，材料の研磨面で観察される非磁性材の粒子が存在しない領域の最大

径は４０㎛以下で，かつ直径１０㎛以上の部分が１０００個／㎜ 2 以下であ

る。（本件訂正後の請求項１，【０００８】～【００１１】） 

⑸ 発明の効果 

本件訂正発明１～６のターゲットを使用することにより，ＤＣスパッタリ

ングが可能となるから，品質の優れた材料を得ることができ，特に磁性材料

を低コストで安定して製造できるという著しい効果がある。さらに，本件訂

正発明１～６のスパッタリングターゲットの密度向上は，非磁性材と強磁性

材との密着性を高めることにより，非磁性材の脱粒を抑制することができ，

また，空孔を減少させ結晶粒を微細化し，ターゲットのスパッタ面を均一か

つ平滑にすることができるので，スパッタリング時のパーティクルやノジュ

ールを低減させ，さらにターゲットライフも長くすることができるという著

しい効果を有する。（【００１４】） 

２ 本件特許の優先日当時のメカニカルアロイングに関する技術常識 

 ⑴ 技術文献には，次のような記載がある。 

ア 甲４４（「メカニカルアロイングによる分散強化型合金」逢坂達吉他１名

著，金属 Metals & Technology，52 巻，10 号，22～26 頁，1982 年） 
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 「メカニカルアロイングの原理はボールミルに装入された合金粉末と分散

粒子が，高速で攪拌されるボールの間で接合や破壊あるいは塑性変形を繰

返している間に均質な合金複合体を形成するというものである。」（23 頁右

欄 8～11 行） 

イ 甲４５（「粉末冶金の科学」，三浦秀士監修，内田老鶴圃，1996 年） 

 「メカニカルアロイング 

 １９６０年代以来，酸化物分散強化型材料が，高温におけるクリープ抵

抗が高いことから用いられている。…サブミクロンの酸化物の微細分散の

ために粉砕技術が開発された。最も成功した方法がメカニカルアロイング

であり，これは攪拌ボールの摩擦運動を用いて，合金化した複合粒子を作

る方法である。この方法は，まず攪拌ミル中にボールと素粉末を入れるこ

とから始まる。ミクロスケールでの衝撃の繰り返し，冷間接合および破断

により，希望の複合粉末が得られる。」（88 頁 1～9 行） 

ウ 甲４６（「焼結材料工学」，石田恒雄著，森北出版株式会社，1997 年） 

 「（２）メカニカルアロイング法 

メカニカルアロイング（MA)法は，図５．１６に示すような強力な高エネ

ルギー型ボールミルを用いて，異種粉末混合物と硬質ボールを密閉容器に

装入し，強制加工的な変形，破砕を与えて，金属，セラミックス，ポリマ

ー中に金属や，セラミックスなどを超微細分散化，混合化，合金化，アモ

ルファス化させて，高温特性（特にクリープ破断特性）や耐食性などを著

しく向上させる手法である。この方法は，常温近傍における金属粉末同士

の均一化作用と合金化，アモルファス化作用であり，その組合せには制限

が少なく，溶解法では得られない非平衡材料を創製することができる。図

５．１７に示すように MA 中に原料粉末粒子は圧縮，圧延により偏平化し

（第一段階），さらに粉砕，凝着によるニーディング（kneading（折畳み））

が繰り返され，ラメラ組織が発達し（第二段階），結晶粒は微細化され，酸
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化物などの分散粒子を含む場合は，この段階で酸化物粒子が取り込まれ，

均一微細分散が達成される（第三段階）。」（97 頁 10 行～98 頁下から 2 行） 

エ 甲５１（「先端実験技術シリーズ メカニカルアロイング」，橋本等他２

名著，まてりあ，36 巻，10 号，1021～1025 頁，1997 年） 

「メカニカルアロイングは，Benjamin によって考案された独創的な固相合

金化プロセスである。…また，セラミックス粉末を原料粉末に混ぜること

により，セラミックス粒子を金属マトリクス内に微細に分散させることが

可能である。」（1021 頁左欄 2～12 行） 

「ボールミルによるメカニカルアロイングにおける合金化過程について

は…次の３段階により進行する。すなわち，第１段階：微視的鍛造段階で

原料粉粒子は扁平化あるいは片状化し，粉末は冷間加工により加工硬化，

第２段階：加工硬化した粒子の破壊，剥離および破片間の冷間圧接，層状

（ラメラ）組織の発達，結晶粒の急激な微細化，第３段階：粒子の等軸形

状化，ラメラ組織のランダム化，均質化，数 10nm に及ぶ組織超微細化，お

よび合金化，である。」（1024 頁右欄下から 6 行～1025 頁左欄 4 行） 

オ 甲５２（「メカニカルアロイングにおける合金粉末の形成過程」，渡辺龍

三著，日本金属学会会報，27 巻，10 号，799～801 頁，1988 年） 

「１．メカニカルアロイングにおける Kneading 効果 

 メカニカルアロイングとは，粉砕媒体と呼ばれる硬質の球（ボール）と

異種粉末混合物を密閉容器に装填し，転動あるいは機械的な攪拌によりミ

リングを行ったときに起こる構成成分の超微細混合，その限界としての合

金化，あるいは酸化物粒子などの超微細分散化を指すようである。 

 一般に粉末のミリング時には衝撃，剪断，摩擦，圧縮あるいはそれらの

混合したきわめて多様な力が作用するがメカニカルアロイングにおいて

最も重要なものはミリング媒体の硬質球の衝突における衝撃力とされて

いる。衝撃圧縮により粉末粒子は鍛造変形を受け加工硬化し，破砕され薄
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片化する。…薄片化および新生金属面の形成に加え，新生面の冷間圧接お

よびたたみ込みが重なるいわゆる Kneading 効果により，次第に微細に混

じり合い，ついには光学顕微鏡程度では成分の見分けがつかないほどにな

ってしまう。」（799 頁右欄 1 行～800 頁左欄 14 行） 

「３．メカニカルアロイングの３段階 

 衝撃力の大きいミリングによるメカニカルアロイングは次の３つの段

階をとって進行する。第１段階は微視的鍛造段階で原料粉末粒子は偏平化

あるいは片状化にする（図３(a)）。…微視的鍛造により加工硬化した粒子

は疲労破壊あるいは剥離し，それらの破片間での冷間鍛接が起こる。さら

に微視的鍛造，破片化および冷間鍛接すなわち Kneading が繰り返される。

これがミリングの第２段階である。合金成分間のラメラ組織が発達し（図

３(b)），結晶粒は急激に微細化して酸化物粒子は Kneading により粒内に

微細に取り込まれる。…さらにミリングを続行すると，粒子は次第に等軸

形状になり（図３(c)），ラメラ構造はランダム化し，ついには光学顕微鏡

では見分けがつかないほど均質化する。」（800 頁右欄 23 行～801 頁左欄下

から 11 行） 

カ 甲５３（「多くの可能性を秘めるメカニカルアロイング法」，NMC マンス

リー，2 巻，3 号，68 頁，1991 年） 

「メカニカルアロイング法とは？ 

 Mechanical Alloying 法（MA 法と略称）は 1970 年代に米国 INCO 社の

Benjamin によって，Ni 基酸化物粒子分散強化合金製造のために開発され

た。…高エネルギー・ボールミル（アトライター）…などによって金属粉

末に機械的エネルギーを与えて，冷間圧着と破壊の繰返しにより，超微粒

子の分散を起こさせることによって，固体のままで合金化を行う方法であ

る。」（68 頁左欄 1～12 行） 

⑵ 前記⑴の技術文献の記載に照らすと，本件特許の優先日当時，メカニカル
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アロイングについて，以下の事項が技術常識であったと認められる。 

ア メカニカルアロイングは，高エネルギー型ボールミルを用いて，異種粉

末混合物と硬質ボールを密閉容器に挿入し，機械的エネルギーを与えて，

金属，セラミックス，ポリマー中に金属やセラミックスなどを超微細分散

化，混合化，合金化，アモルファス化させる手法であり，セラミックス粒

子を金属マトリクス内に微細に分散させることが可能であること 

イ メカニカルアロイングは，原料粉末粒子が圧縮，圧延により扁平化する

段階（第一段階），ニーディングが繰り返され，ラメラ組織が発達する段階

（第二段階），結晶粒が微細化され，酸化物などの分散粒子を含む場合は，

酸化物粒子が取り込まれ，均一微細分散が達成される段階（第三段階）の

三段階で進行すること  

３ 取消事由１（本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤り及び本件訂正

発明１～６の進歩性についての判断の誤り（無効理由２関係））について 

⑴ 本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤りについて 

ア 甲１の【００１６】には，「図１にホットプレスにより作製したターゲッ

トの断面組織写真を示す。これによれば，微細な黒い点（ＳｉＯ２）が均質

に分布しているのが観察され，…以上の結果より，このターゲット組織は

ＳｉＯ２がＣｏ－Ｃｒ－Ｔａ合金中に分散した微細混合相からなっている

ことがわかった。」との記載があるから，甲１の図１の黒い点はＳｉＯ２と

認められる。そして，甲１の図１によれば，ＳｉＯ２の黒い点は粒子状をな

しており，いずれも半径２㎛の仮想円よりも小さいと認められる。したが

って，甲１の図１のＳｉＯ２粒子はいずれも，ＳｉＯ２粒子内の任意の点を

中心に形成した半径２㎛の全ての仮想円よりも小さいと認められ，形状２

の粒子の存在を確認することはできないから，本件訂正発明１が必ず形状

２を含むのに対し，甲１発明においては，形状２の粒子を含むのか否かが

一見して明らかではないと認められる。 
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  前訴判決は，審決を取り消す前提として，甲１発明の図１の全ての粒子

は形状１であると認定しており（甲３０，６１頁），この点について拘束力

が生じているものと認められ，この点からしても，本件訂正発明１が必ず

形状２を含むのに対し，甲１発明においては，形状２の粒子を含むのか否

かが一見して明らかではないということができる。 

 そうすると，本件訂正発明１が形状２の粒子を含むのに対し甲１発明に

おいて形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでないとの本件審

決の相違点（相違点２）の認定に誤りはないものと認められる。 

イ(ア) この点につき，原告は，甲３に記載された再現実験は，甲１の実施

例１の再現実験であり，甲３で確認される非磁性材料粒子の組織は，甲

１の実施例１の組織と同じであるとして，甲３の断面組織写真である図

６の画面右下には形状２の粒子が存在するから（甲４７），本件訂正発明

１と同じく，甲１発明にも形状２の粒子が存在するということができ，

形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点をもって，本件

訂正発明１と甲１発明の相違点ということはできないと主張する。 

(イ) 前記２⑵アのとおり，メカニカルアロイングは，高エネルギー型ボ

ールミルを用いて，異種粉末混合物と硬質ボールを密閉容器に挿入し，

機械的エネルギーを与えて，金属，セラミックス，ポリマー中に金属や，

セラミックスなどを超微細分散化，混合化，合金化，アモルファス化さ

せる手法で，セラミックス粒子を金属マトリクス内に微細に分散させる

ことを可能とするものであり，このようなメカニカルアロイングの仕組

みに照らすと，メカニカルアロイングにおいては，ボールミルのボール

の衝突により異種粉末混合物にどのような力が加えられるかにより，生

成物の組織が異なってくるものと認められる。また，甲５２に「一般に

粉末のミリング時には衝撃，剪断，摩擦，圧縮あるいはそれらの混合し

たきわめて多様な力が作用するがメカニカルアロイングにおいて最も重
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要なものはミリング媒体の硬質球の衝突における衝撃力とされている。

衝撃圧縮により粉末粒子は鍛造変形を受け加工硬化し，破砕され薄片化

する。…薄片化および新生金属面の形成に加え，新生面の冷間圧接およ

びたたみ込みが重なるいわゆる Kneading 効果により，次第に微細に混

じり合い，ついには光学顕微鏡程度では成分の見分けがつかないほどに

なってしまう。」（前記２⑴オ）との記載があることからすると，メカニ

カルアロイングにおいて最も重要なものはミリング媒体の硬質球の衝突

における衝撃力であると認められる。そうすると，ボールミルのボール

の材質や大きさ，ボールミルの回転速度等の条件が異なれば，メカニカ

ルアロイングによって得られる粉末の物性は異なり，そのような粉末か

ら得られるスパッタリングターゲットの研磨面で観察される組織の形態

も異なると認められる。 

 そうであるとすれば，少なくともボールミルのボールの材質や大きさ，

ボールミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件が明らかにされな

ければ，どのような組織の生成物ができるかが明らかにならないものと

いうべきである。 

 そこで本件についてみると，甲１には，甲１発明のスパッタリングタ

ーゲットを製造する際の，ボールミルのボールの材質や大きさ，ボール

ミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件についての記載はなく，

甲３のメカニカルアロイングの条件が，甲１発明のスパッタリングター

ゲットを製造する際のメカニカルアロイングの条件と同じであったとい

う根拠はない。そうすると，甲３に記載されたスパッタリングターゲッ

トが形状２の粒子を含んでいたとしても，このことのみから，甲１発明

のスパッタリングターゲットも形状２の粒子を含むということはできな

い。そして，その他に，甲１発明のスパッタリングターゲットが形状２

の粒子を含むことを認めるに足りる証拠はない。 
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 したがって，甲１発明に形状２の粒子が存在することを前提とする原

告の前記(ア)の主張は，採用することができない。 

⑵ 本件訂正発明１～６の進歩性についての判断の誤りについて 

ア 本件訂正発明１と甲１発明の相違点２，本件訂正発明２と甲１発明の相

違点２’の容易想到性について検討する。 

甲１発明は，ハードディスク用の酸化物分散型 Co 系合金スパッタリン

グターゲット及びその製造方法に関する発明であり（【０００１】【産業上

の利用分野】），発明の目的は，保磁力に優れ，媒体ノイズの少ない Co 系合

金磁性膜をスパッタリング法によって形成するために，結晶組織が合金相

とセラミックス相が均質に分散した微細混合相であるスパッタリングタ

ーゲット及びその製造方法を提供することにある（【０００９】【発明が解

決しようとする課題】）。そして，発明者らは，Co 系合金磁性膜の結晶粒界

に非磁性相を均質に分散させれば，保磁力の向上とノイズの低減が改善さ

れた Co 系合金磁性膜が得られることから，そのような磁性膜を得るため

には，使用されるスパッタリングターゲットの結晶組織が合金相とセラミ

ックス相が均質に分散した微細混合相であればよいことに着目し，セラミ

ックス相として酸化物が均質に分散した Co 系合金磁性膜を製造する方法

について研究し，甲１記載の発明を発明した（【００１０】【課題を解決す

るための手段】）。そして，甲１には，急冷凝固法で作製した Co 系合金粉末

と酸化物とをメカニカルアロイングすると，酸化物が Co 系合金粉末中に

均質に分散した組織を有する複合合金粉末が得られ，この粉末をモールド

に入れてホットプレスすると非常に均質な酸化物分散型 Co 系合金ターゲ

ットが製造できる（【００１３】（課題を解決するための手段））と記載され

ており，甲１発明のスパッタリングターゲットは，アトマイズ粉末とＳｉ

Ｏ２粉末を混合した後メカニカルアロイングを行い，その後のホットプレ

スにより製造されたものであり，ＳｉＯ２が Co－Cr－Ta 合金中に分散した
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微細混合相からなる組織を有する（【００１５】，【００１６】（実施例１））。 

他方，メカニカルアロイングについては，本件特許の優先日当時，前記

２⑵記載の技術常識が存在したと認められ，当業者は，甲１発明のスパッ

タリングターゲットを製造する際も，原料粉末粒子が圧縮，圧延により扁

平化する段階（第一段階），ニーディングが繰り返され，ラメラ組織が発達

する段階（第二段階），結晶粒が微細化され，酸化物などの分散粒子を含む

場合は，酸化物粒子が取り込まれ，均一微細分散が達成される段階（第三

段階）の三段階で，メカニカルアロイングが進行すること自体は理解して

いたものと解される。 

そして，メカニカルアロイングが上記第一ないし第三の段階を踏んで進

行することからすると，メカニカルアロイングが途中の段階，例えば，第

二段階では，ラメラ組織が発達し，形状２の粒子も存在するものと考えら

れ，甲４９（実験成績報告書「甲３の混合過程で形状２の非磁性材料粒子

が存在すること（１）」）及び甲５０（実験成績報告書「甲３の混合過程で

形状２の非磁性材料粒子が存在すること（２）」）も，メカニカルアロイン

グの途中の段階においては，形状２の粒子が存在することを示している。 

しかし，甲１には，形状２のＳｉＯ２粒子について，記載も示唆もされて

いない。むしろ，本件特許の優先日当時のメカニカルアロイングについて

の前記技術常識（前記２⑵）に照らすと，メカニカルアロイングは，セラ

ミックス粒子等を金属マトリクス内に微細に分散させるための技術であ

り，第二段階は進行の過程にとどまり，均一微細分散が達成される第三段

階に至ってメカニカルアロイングが完了すると認識されていたものと推

認されるところであり，前記２⑴の技術文献の記載に照らして，メカニカ

ルアロイングをその途中の第二段階で止めることが想定されていたとは

認められない。メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階までで終

了することについて，甲１には何ら記載も示唆もされておらず，その他に，
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これを示唆するものは認められない。むしろ，甲１には，合金相とセラミ

ックス相が均質に分散した微細混合相である結晶組織を得ることが，課題

を解決するための手段として書かれており，セラミックス相が均質に分散

した微細混合相を得るためには，均一微細分散が達成される第三段階まで

メカニカルアロイングを進めることが必要であるから，甲１は，メカニカ

ルアロイングをその途中の第二段階で止めることを阻害するものと認め

られる。 

そうすると，当業者は，メカニカルアロイングについて前記２⑵記載の

技術常識を有していたものではあるが，甲１発明のスパッタリングターゲ

ットを製造する際に，メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階ま

でで終了することにより，ＳｉＯ２粒子の形状を形状２（形状２’）の粒子

を含むようにすることを動機付けられることはなかったというべきであ

る。 

したがって，相違点２及び相違点２’に係る事項は，当業者が容易に想

到し得たものとは認められない。 

以下では，原告の主張について検討する。 

イ 本件審決が形状２（形状２’）の方が望ましいという認定をしていること

に関して 

(ア) 原告は，本件審決について，本件審決の記載（本件審決１７頁３１

～３７行，１７頁３７行～１８頁２行）を根拠として，本件明細書（【０

０１０】）に形状２（形状２’）の方が形状１（形状１’）よりも課題の解

決のために望ましいとの開示があるという認定をしたものと主張し，そ

の認定を前提として，本件審決は，甲１には，形状２（形状２’）の方が

形状１（形状１’）よりも課題の解決のために望ましいということは示唆

されておらず，そのため，甲１には，粒子の形状を形状２（形状２’）と

する動機付けは示されていないから，甲１発明の粒子の形状を形状２（形
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状２’）とすることは当業者にとって容易であるとはいえないと判断した

ものとして，本件審決の誤りを主張する。 

(イ)ａ 本件審決には，「また，上記⑴のとおり，本件特許に係る発明は，

非磁性材料が多量に含まれる強磁性材ターゲットにおける，パーティ

クル低減等を課題とするものであるが，上記イ【００１０】には，研

磨面で観察される大型の球状物は脱粒を起こし易く，かつ脱粒した場

合にパーティクル発生量はその影響を強く受けるところ，ターゲット

の厚み方向に結合した紐状又はヒトデ状若しくは網目状組織は，脱粒

を起こすことが少なく，強磁性材料と酸化物等の非磁性材料との接触

面積の増加は，脱粒防止に効果がある旨記載されている。そうすると，

本件明細書等には，非磁性材料の粒子が，紐状又はヒトデ状若しくは

網目状組織に対応する『形状２』又は『形状２’』の粒子を含むのが望

ましいことが実質上記載されているといえる。」（本件審決１７頁３１

行～１８頁２行）との記載がある。 

 しかし，本件審決の上記記載は，本件訂正により，訂正後の請求項

１において非磁性材の全粒子が「形状１」か又は「形状２」の粒子で

あって「形状２」を含むこととなった点，訂正後の請求項２において

非磁性材の全粒子が「形状１’」か又は「形状２’」の粒子であって「形

状２’」を含むこととなった点について，本件明細書等に記載した事項

の範囲内のものであり特許法１３４条の２第９項で準用する特許法１

２６条５項の規定に適合することを述べるものであって，進歩性の判

断について述べるものではない。また，本件審決は，本件明細書が，

大型の球状物の問題点を指摘して，紐状等の粒子の優位性を指摘して

いることを捉えて，形状２又は形状２’の粒子を含むことが望ましい

としているのにとどまるのであるから，大きさが限定された形状１又

は形状１’の粒子よりも形状２又は形状２’の粒子の方が望ましいと
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しているわけでもない。さらに，本件特許の出願時において，本件特

許の課題を解決するために形状２（形状２’）の粒子の方が形状１（形

状１’）の粒子よりも適切であることを示唆する文献や技術的知見があ

ったことは認められない。 

ｂ 他方，本件審決の進歩性についての判断についてみると，本件訂正

発明１と甲１発明の相違点２，本件訂正発明２と甲１発明の相違点２’

に関する容易想到性について次のとおり述べる。 

「上記３．のとおり，甲１に『形状２』がないことは判決の判示のと

おりであり，『形状２’』が存在することを示す証拠もなく，本件訂正

発明１と甲１発明との上記相違点２及び本件訂正発明２と甲１発明と

の上記相違点２’は実質的な相違点である。  

 また，甲１には，甲１発明の粒子の形状を，『形状２』，『形状２’ 』

とする動機付けもない。 

 よって，本件訂正発明１及び２は甲１に記載された発明に基づいて

当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 

 請求人は，分散粒子の形状は，メカニカルアロイングの条件によっ

て変わり得るものであって，甲１発明に接した当業者であれば，『形状

１』ばかりでなく『形状２』が存在することを当然に理解するから，

相違点２の解消は容易なことである旨主張する（同弁駁書９頁６行～

１１頁１４行）。 

 しかし，甲１に『形状２』がないことは判決の判示のとおりである

し，また，メカニカルアロイングの条件によってほぼ球状の粒子の形

状が変化することは周知であったとしても，甲１発明の粒子の形状を，

『形状２』とする動機付けがないのであるから，メカニカルアロイン

グの条件を変更して，甲１発明の粒子の形状を，『形状２』とすること

が，当業者にとり容易であるとはいえない。 
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 相違点２’についても同様のことがいえる。 

 よって，請求人の主張は採用できない。」（本件審決４５頁５～２４

行） 

 上記の本件審決の説示によれば，本件審決は，甲１発明の粒子の形

状を形状２，形状２’とする動機付けがないことを理由として相違点

２，相違点２’に関する容易想到性を否定したものと認められるが，

本件明細書（【００１０】）において形状２（形状２’）の方が形状１（形

状１’）よりも課題の解決のために望ましいとの開示があるとの認定を

前提として相違点２，相違点２’に関する容易想到性を否定したもの

とは認められず，他に本件審決がそのような認定を前提として相違点

２，相違点２’に関する容易想到性を否定したものと認めるに足りる

証拠はない。したがって，前記(ア)の原告の主張を採用することはでき

ない。 

ウ 形状２（形状２’）の存在する方が形状１（形状１’）のみのものよりも

望ましいという事情が認められないこと等に関して 

(ア) 原告は，形状２（形状２’）が必ず存在する組織の方が形状１（形状

１’）のみからなる組織よりもターゲットとしてより望ましいという事情

が認められず，形状１（形状１’）と形状２（形状２’）とが課題の解決

との関係で等価であるのならば，形状１（形状１’）と形状２（形状２’）

の違いは，技術的意味を加味して考えれば，実質的な相違点ではなく，

本件訂正発明１及び２には進歩性がなく，本件訂正発明１及び２に進歩

性があるとする本件審決の判断は誤りであると主張する。 

(イ) しかし，本件訂正発明１の特許請求の範囲，本件明細書によれば，本

件訂正発明１は，形状２が含まれていても，非磁性材料を高分散させる

ことにより，ＤＣスパッタリングを可能とし，スパッタ時に発生するパ

ーティクル（発塵）やノジュールを低減させるスパッタリングターゲッ
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トの発明であると認められ，甲１発明とは，形状２を含む点で構成要件

を異にする別個の発明であると認められる。そして，形状２が存在する

組織の方が形状１のみからなる組織よりもターゲットとしてより望まし

いという事情が認められなければ本件訂正発明１について進歩性が認め

られないとする根拠はない。甲１発明においては，形状１が示されてい

たのみであり，形状１ほどに微細であるとはいえない形状２が含まれて

いてもＤＣスパッタリングを可能とし，スパッタ時に発生するパーティ

クル（発塵）やノジュールを低減させるスパッタリングターゲットが得

られることを示唆する先行技術等がなかったことからすれば，形状２が

含まれていてもそのようなスパッタリングターゲットが得られることに

より，本件訂正発明１の進歩性は認められる。本件訂正発明２について

も，形状２’を含む点で同様である。したがって，原告の前記(ア)の主張

は，採用することができない。 

エ 甲１発明にメカニカルアロイングの技術常識を適用すると形状１（形状

１’）と形状２（形状２’）を含む組織のターゲットを作ることができるこ

とに関して 

(ア)ａ 原告は，メカニカルアロイングは三段階で進行し，甲１には，メカ

ニカルアロイングの程度がゼロのものを焼結したスパッタリングタ

ーゲット（甲１の図２）と，メカニカルアロイングの程度が大のもの

を焼結したスパッタリングターゲット（甲１の図１）が記載されてい

るから，メカニカルアロイングの程度が中のものについては，甲１の

図２と甲１の図１の中間になることは自明であり，メカニカルアロイ

ングの条件を適宜設定することによって，添加した酸化物の一部のみ

を微細化した上で合金原料粉に練り込んで複合合金化するとともに，

残部を微細化するのみで合金粉に練り込まずに複合合金の粒界に偏

在させることによって，形状１（形状１’）と形状２（形状２’）の両
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方の形状の酸化物を有するような組織とすることができることは，容

易に理解できることであり，そのため，当業者は，甲１から，メカニ

カルアロイングの条件を適宜選択し，形状１（形状１’）と形状２（形

状２’）の割合を自由自在に調整することができると理解すると主張

する。 

ｂ(a) 甲１には，次のとおりの記載がある。 

「【特許請求の範囲】 

【請求項１】 

保磁力が高く，かつ媒体ノイズが少ない高密度面内磁気記録媒体用

スパッタリングターゲットであって，その組織が合金相とセラミッ

クス相との微細均質分散混合相からなることを特徴とする，スパッ

タリングターゲット。」 

「【００１５】 

【実施例】 

以下に，本発明を実施例により説明する。 

実施例１ 

Ｃｏ82Ｃｒ13Ｔａ5 合金１．５㎏を日新技研製超小型ガスアトマイズ

装置でアトマイズすることにより粉末とした。アトマイズはＣｏ－

Ｃｒ－Ｔａ合金を，底にノズルをもつアルミナるつぼ中に入れアル

ゴン雰囲気中で高周波溶解により約１６００℃の温度で溶湯した

後，その溶湯をノズルより落下して溶湯流とし，その溶湯流にアル

ゴンガスを５０㎏／㎠ の圧力で噴射することにより行なった。アト

マイズした粉末は超小型ガスアトマイズ装置の下部にあるサイク

ロンで回収した。アトマイズにより得られた試料は直径１５０㎛以

下のきれいな球状の粉末であった。得られたアトマイズ粉末（１５

０㎛以下）に酸化物として３重量％のＳｉＯ２ の粉末を混合した後，
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ボールミルによりメカニカルアロイングを施した。メカニカルアロ

イング条件は，ボールと試料の重量比を４０：１とし，アルゴン雰

囲気中で９６時間行った。得られた粉末を電子顕微鏡により組織観

察したところ，酸化物が分散したＣｏ－Ｃｒ－Ｔａ合金粉末になっ

ていることがわかった。この酸化物が分散したＣｏ－Ｃｒ－Ｔａ合

金粉末を直径４インチのカーボン型中に入れ，真空中１１００℃で

３００㎏／㎠ でホットプレスを施し，ターゲットを作製した。 

【００１６】 

このようにして作製したターゲットには，ひびや割れなどは見ら

れなかった。ホットプレスにより作製したターゲットはアルキメデ

ス法で測定したところ約９８％の高い相対密度をもつ。図１にホッ

トプレスにより作製したターゲットの断面組織写真を示す。これに

よれば，微細な黒い点（ＳｉＯ２ ）が均質に分布しているのが観察

され，また，空孔やひびなどは観察されない。以上の結果より，こ

のターゲットの組織はＳｉＯ２ がＣｏ－Ｃｒ－Ｔａ合金中に分散し

た微細混合相からなっていることがわかった。 

【００１７】 

実施例２ 

実施例１で使用したと同様のＣｏ82Ｃｒ13Ｔａ5 合金アトマイズ粉末

（１５０㎛以下）１．５㎏に酸化物として３重量％のＳｉＯ２ の粉

末を添加し，Ｖ型混合器で１時間混合した後，直径４インチのカー

ボン型中に入れ，真空中１１００℃で３００㎏／㎠ でホットプレス

を施し，ターゲットを作製した。 

【００１８】 

このようにして作製したターゲットには，大きなひびや割れなど

は見られなかった。ホットプレスにより作製したターゲットはその
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相対密度をアルキメデス法で測定したところ約９６％の高い相対

密度である。図２にホットプレスにより作製したターゲットの断面

組織写真を示す。この断面組織写真は大きな白い球状の組織（Ｃｏ

－Ｃｒ－Ｔａ合金）のまわりを黒い部分（ＳｉＯ２ ）が取り囲んで

分布しているのが観察され，また空孔やひびなどは観察されない。

以上の結果より，Ｃｏ－Ｃｒ－Ｔａ合金粉末と酸化物を混合した後

ホットプレスすることにより作製したターゲットの組織は，酸化物

（ＳｉＯ２ ）がＣｏ－Ｃｒ－Ｔａ合金粉末の粒界に分散した組織か

らなっていた。」 

「【図面の簡単な説明】 

【図１】 

アトマイズにより作製したＣｏ82Ｃｒ13Ｔａ5 合金粉末（１５０㎛

以下）とＳｉＯ２ にメカニカルアロイングを施して酸化物分散型Ｃ

ｏ82Ｃｒ13Ｔａ5 合金粉末を作製した後，真空中１１００℃で３００

㎏／㎠ でホットプレスを施すことにより得られた本発明のターゲ

ットの断面組織写真である。 

【図２】 

アトマイズにより作製したＣｏ82Ｃｒ13Ｔａ5 合金粉末（１５０㎛

以下）とＳｉＯ２ をＶ型混合器で１時間混合した後，真空中１１０

０℃で３００㎏／㎠ でホットプレスを施すことにより得られた本

発明のターゲットの断面組織写真である。」 

(b) 前記(a)の甲１の記載によれば，甲１の図１及び図２に接した当業

者は，これらの図はいずれも，甲１の「保磁力が高く，かつ媒体ノ

イズが少ない高密度面内磁気記録媒体用スパッタリングターゲット

であって，その組織が合金相とセラミックス相との微細均質分散混

合相からなることを特徴とする，スパッタリングターゲット」（請求
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項１）を具体化したスパッタリングターゲットであって，それぞれ，

メカニカルアロイングを経たものとＶ型混合器での混合を経たもの

であると理解すると認められる。 

前記アのとおり，本件特許の優先日当時のメカニカルアロイング

についての技術常識（前記２⑵）や技術文献の記載（前記２⑴）に

照らしても，メカニカルアロイングをその途中の第二段階で止める

ことが想定されていたとは認められないし，甲１には，メカニカル

アロイングを第二段階等の途中の段階までで終了することについ

て，記載も示唆もされておらず，むしろ，甲１に記載された発明が

解決しようとする課題及び課題を解決するための手段に照らすと，

甲１は，メカニカルアロイングをその途中の第二段階で止めること

を阻害するものと認められる。そうすると，メカニカルアロイング

が三段階で進行するという技術常識を有する当業者といえども，上

記のとおり，甲１の図１と図２は，いずれも組織が合金相とセラミ

ックス相との微細均質分散混合相からなるスパッタリングターゲ

ットであって，メカニカルアロイングとＶ型混合器による混合とい

う製造の方法を異にするものと理解すると認められ，甲１の図２は

メカニカルアロイングの程度がゼロのものから得られたスパッタ

リングターゲットであり，図１はメカニカルアロイングの程度が大

のものから得られたスパッタリングターゲットであるというよう

に，メカニカルアロイングの程度の大小と図１及び図２を関連付け

て認識することがあるとは認められない。ましてや，メカニカルア

ロイングの程度が中のものについて，甲１の図２と図１の中間にな

ると理解するとは認められず，甲１発明において，メカニカルアロ

イング条件を適宜選択し，形状１と形状２の割合を自由自在に調整

することができると理解するとは認められない。 
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したがって，原告の前記ａの主張を採用することはできない。 

(イ)ａ 原告は，非磁性材の酸化物の粒子が，焼結時に凝集して粗大化す

る現象に影響を与える因子として，酸化物の含有割合などがあり，非

磁性材の含有割合が増えるにつれ，形状１（形状１’）に加えて形状２

（形状２’）が現れる傾向がある（甲５５）から，当業者は，甲 1 発明

に基づいて，酸化物の含有割合を増やした結果，ターゲットの組織中，

酸化物が焼結時に紐状に粒成長する（形状２（形状２’）のものができ

る）ことを当然に理解するといえると主張する。 

ｂ 甲５５（実験成績報告書「甲 1 発明において非磁性材料の含有量を

6mol%以上とした場合の組織について」）には，「甲１の実施例１の条件

で，非磁性材料酸化物の含有量のみ，6mol%，8mol%，及び 20mol%と増

量した場合のターゲットの研磨面の組織を確認したので，以下に報告

します。」と記載され，図１～６には，非磁性材料酸化物が増量するに

つれ，形状２（形状２’）の割合が多くなっていくことが示されている。 

 しかし，甲５５は，単に，非磁性材料酸化物の含有量のみを変え，

そのほかの条件を同一にしてメカニカルアロイングを経てターゲット

を製造すると，非磁性材料酸化物の含有割合が増えるにつれ，形状２

（形状２’）が現れる傾向があることを示しているにとどまり，甲１発

明においてＳｉＯ２の含有量を増加させればＳｉＯ２粒子が必ず形状

２のものを含むということを示すものではない。 

 また，甲１発明においてＳｉＯ２の含有量を増加させる場合，メカニ

カルアロイング条件をそのまま変更しないということの根拠はない。

むしろ，前記アのとおり，本件特許の優先日当時のメカニカルアロイ

ングについての技術常識（前記２⑵）や技術文献の記載（前記２⑴）

に照らしても，メカニカルアロイングをその途中の第二段階で止める

ことが想定されていたとは認められないし，甲１には，メカニカルア
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ロイングを第二段階等の途中の段階までで終了することについて，記

載も示唆もされておらず，メカニカルアロイングの程度を調整するこ

とについて記載も示唆もされていない。甲１の記載によれば，甲１に

接した当業者は，メカニカルアロイングを行うのであれば，ＳｉＯ２が

合金中に分散した微細混合相を得るべく，超微細分散粒子が得られる

第三段階まで行うのが自然であると認められ，ＳｉＯ２の含有量の増

加によって形状２（形状２’）が現れる傾向があるのならば，超微細分

散粒子が得られる第三段階までさらに徹底してメカニカルアロイング

を行うものと認められる。 

そうすると，当業者は，甲 1 発明に基づいて，酸化物の含有割合を

増やした結果，ターゲットの組織中，酸化物が焼結時に紐状に粒成長

する（形状２（形状２’）のものができる）ことを当然に理解すると認

めることはできない。 

したがって，原告の前記ａの主張を採用することはできない。 

(ウ)ａ 原告は，スパッタリングターゲットでは顧客の要望に応じて顧客

の求める各種の製品要件を満たした製品仕様とする必要があるとこ

ろ，顧客がターゲットの性能に関して重視する特性としては，成膜上

に存在するパーティクルの量，スパッタリングターゲットの PTF（漏

洩磁束密度）の値などがあるほか，ハードディスクについては顧客の

スパッタリングターゲットメーカーに対する価格引き下げ要求が厳

しく，コストは，製品の設計と製造の上で極めて重要な要素であると

し，コスト削減・製造効率の向上，スパッタリング効率の向上を図る

ために，メカニカルアロイングを徹底しない動機があり，そのため，

形状１（形状１’）と形状２（形状２’）の割合は当業者が適宜選択す

る事項にすぎないと主張する。 

ｂ しかし，前記アのとおり，本件特許の優先日当時のメカニカルアロ
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イングについての技術常識（前記２⑵）や技術文献の記載（前記２⑴）

に照らしても，メカニカルアロイングをその途中の第二段階で止める

ことが想定されていたとは認められず，また，甲１には，スパッタリ

ングターゲットを作製する際のコストと製造効率のため又は PTF（漏

洩磁束密度）の観点からメカニカルアロイングを徹底しないなどとい

う記載は一切ない。 

かえって，甲１の【００１２】，【００１３】，実施例１及び２によれ

ば，甲１には，スパッタリングターゲットを製造する際，メカニカル

アロイングを行う場合と行わない場合とが記載されており，メカニカ

ルアロイングを行う場合は，急冷凝固法で作製した Co 系合金粉末と

酸化物とをメカニカルアロイングすると，酸化物が Co 系合金粉末中

に均質に分散した組織を有する複合合金粉末が得られ，この粉末をモ

ールドに入れてホットプレスすると非常に均質な酸化物分散型 Co 系

合金ターゲットが製造できるという知見が示されており（【００１３】），

メカニカルアロイングを用いるこのような製造方法を実施すると，Ｓ

ｉＯ２がＣｏ－Ｃｒ－Ｔａ合金中に分散した微細混合相からなる組織

が得られる（実施例１）ことが記載されている。そうすると，甲１に

接した当業者は，メカニカルアロイングを行うのであれば，ＳｉＯ２が

合金中に分散した微細混合相を得るべく，超微細分散粒子が得られる

第三段階まで行うのが自然であると認められ，第三段階までメカニカ

ルアロイングを行わずにこれを途中で止めることに対しては，甲１は

かえってこれを阻害するものというべきであり，甲１に接した当業者

が，コストと製造効率のためや PTF（漏洩磁束密度）の観点からメカ

ニカルアロイングを徹底せず途中で止めることに思い至るとは認めら

れない。 

 したがって，原告の前記ａの主張を採用することはできない。 
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⑶ 以上によれば，取消事由１は理由がない。 

４ 取消事由２（本件訂正発明１と甲６発明の相違点の判断の誤り（無効理由５

関係））について 

⑴ 甲６の図１は，図中に示されたスケールが４０．０㎛であり，粒子の大き

さについて１㎛の差異までも正確に認識し得るほどに鮮明であるとは必ずし

もいえないものであるが，スケールとの対比により，粒子の大きさがある程

度の範囲にあるかどうかを判断することは可能であると認められ，図中右下

の酸化物の比較的凝集が大きいところには，スケールの１０分の１（４㎛）

を直径とする仮想円（半径２㎛の仮想円）を内包するか否か明らかとはいえ

ない程度の大きさを有する粒子が複数存在するものと認められる。 

 したがって，本件審決の「図中右下に，半径２㎛の仮想円を内包するか否

か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子が複数認められる。」との

判断は相当であり，この判断に誤りはないものと認められる。 

 以下では，原告の主張について検討する。 

⑵ア 原告は，甲６の図１の図中右下にあるとされる，半径２㎛の仮想円を内

包するか否か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子（複数）がど

れとどれのことであるのかについて本件審決は明らかにしないし，甲６の

図１は光学顕微鏡写真であり二値化処理したものではないから，そもそも

本件審決の指摘する理由を正確に確認することすらできないと主張する。 

イ しかし，前記⑴のとおり，甲６の図１によれば，図中右下の酸化物の比

較的凝集が大きいところには，図中に示されたスケールに照らして，半径

２㎛の仮想円を内包するか否かが明らかとはいえない程度の大きさを有

する粒子が複数存在するものと認められ，これらの粒子が形状１又は形状

２のいずれかに当たるものと認めることはできない。本件審決が，半径２

㎛の仮想円を内包するか否か明らかとはいえない程度の大きさを有する

粒子（複数）がどれとどれのことであるのかについて明らかにしておらず，
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甲６の図１は光学顕微鏡写真であり二値化処理したものではないとして

も，上記の認定が否定されることはない。 

また，甲６は，スパッタリングターゲットを製造するに当たり，パーテ

ィクルの発生を抑制する観点から，原料のＳｉＯ２粉末の粒径を１０㎛以

下とすることが好ましいが，その場合，微細なＳｉＯ２粉末が粗大な金属

粒を取り囲むように粗大な金属粒の周囲に偏析する等の問題点を踏まえ

たものであり（【０００１】，【０００３】，【０００４】），具体的には，原料

粉末として，平均粒径が３㎛のＳｉＯ２粉末を使用したことについては記

載されている（【００１５】，【００１６】）ものの，スパッタリングターゲ

ットを研磨した後観察される断面組織において，ＳｉＯ２粒子の全粒子が

形状１又は形状２であることは何ら記載されておらず，甲６発明のスパッ

タリングターゲットの研磨面で観察される組織におけるＳｉＯ２ 粒子の

全粒子が，形状１又は形状２であることをうかがわせる記載はない。その

ため，甲６の説明内容に照らしてみても，甲６発明は，材料の研磨面で観

察される組織の非磁性材の全粒子が形状１又は形状２であって形状２を

必ず含むものであるとは認められない。 

したがって，本件審決の「図中右下に，半径２㎛の仮想円を内包するか

否か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子が複数認められる。」

との判断に誤りがあるとは認められず，原告の前記アの主張は，採用でき

ない。 

⑶ア また，原告は，甲６の図１の右下を拡大して半径２㎛の仮想円を記入し

た図（甲４８の図１，２）によれば，右下の酸化物の比較的凝集の大きな

ところに仮想円を当てはめてみても，円内に白い金属相の部分を読み取る

ことができ，形状２に該当する酸化物の存在が認められ，甲６の図１には

形状１及び形状２の酸化物の粒子のみが存在し，それ以外の粗大な粒子は

存在しないと主張する。 
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イ(ア) 甲６の図１に示された粒子の大きさに関する主張立証の経緯は，次

のとおりであると認められる。 

原告は，甲４８において，甲６の図１の右下を拡大して半径２㎛の仮

想円を記入した図（甲４８の図１，２）を示し，甲６の図１には形状１

及び形状２の酸化物の粒子のみが存在し，それ以外の粗大な粒子は存在

しないとしていた。 

 これに対し，被告は，被告準備書面（２）（令和２年３月２３日付け）

において，特許庁のウェブサイトからダウンロードした甲６の図１を何

らの処理も行うことなく拡大し，その上で右下の領域を切り出した図に

半径２㎛の仮想円を記入した図（被告準備書面（２）の３３頁の図３）

を示し，その図によれば，甲６の図１の右下に，半径２㎛の仮想円を内

包するか否か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子が複数認め

られると主張し，甲４８は，独自の二値化処理によって，甲６の図１に

おいてグレーに見えている部分（ここにもＳｉＯ２が存在する）を除去し

て粒子形状をより小さく見せるというトリックを用いていると主張した。 

 これに対し，原告は，甲７２において，甲４８の図２は，特許庁のウ

ェブサイトから甲６のｐｄｆファイルをダウンロードし，甲６の図１の

部分をｐｄｆファイルからワード画面へ貼り付けたものであり，同じこ

とを行って貼り付けたものが甲７２の図１，２となるとした上で，原告

と被告で違いが発生した原因を調査したところ，ｐｄｆファイルを開い

た時に甲６の図１の部分をワードファイルに貼り付けた後に大きさを変

えない程度に大きく拡大してそのままワード文書へコピーをしたのが甲

７２の図１，２であり，他方，ｐｄｆファイルを開いた時に甲６の図１

の部分が小さいままワード文書へコピーしワード文書の機能で図を大き

くした場合が甲７２の図３，４であり，甲７２の図１，２と甲７２の図

３，４で差が出ることが分かったとし，本来は，特許庁のウェブサイト
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からダウンロードした図面をそのまま使うべきところ，被告はワード文

書の機能で画像を大きくしたことにより，不適切な画像処理が生じこの

ような差異が発生したことが明らかになったとした。 

(イ) 前記(ア)のとおり，原告は，甲７２において，被告が行った画像処理

が甲７２の図３，４であることを前提として，被告の画像処理が不適切

であるとする。しかし，被告が，甲６の図１の右下に半径２㎛の仮想円

を内包するか否か明らかとはいえない程度の大きさを有する粒子が複数

認められることを裏付けるものとする被告準備書面（２）の３３頁の図

３と，甲７２の図３，４とは，画像の解像の程度が少なからず異なるも

のと認められるから，被告が行った画像処理が甲７２の図３，４である

とする原告の上記前提は，採用することができず，被告の画像処理が不

適切であるという甲７２の見解も採用することができない。 

このように，被告準備書面（２）の３３頁の図３が不適切であると断

定することは困難である一方，甲４８，甲７２が，甲６の図１における

黒点と白い部分との境界を正確に反映していると断定できるだけの根拠

もないことからすると，甲４８，甲７２により，甲６の図１に形状１及

び形状２の酸化物の粒子のみが存在し，それ以外の粗大な粒子が存在し

ないことが立証されたとは認められず，他にこれを立証するに足りる証

拠はない。 

(ウ) そうすると，原告の前記アの主張は，採用することができない。 

⑷ 以上によれば，取消事由２は理由がない。 

５ 結論 

 以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件審決に，こ

れを取り消すべき違法はない。 

 よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。 

   知的財産高等裁判所第３部 
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